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木
造
住
宅
無
料
た
い
し
ん
診
断
の
期
間
を

延
長
し
ま
す

健
康
推
進
ア
プ
リ『
Ｂ
Ｉ
Ｗ
Ａ
―

Ｔ
Ｅ
Ｋ
Ｕ

｢

ビ
ワ
テ
ク｣

』の
協
賛
事
業
所
を
募
集
し
ま
す

問 

開
発
建
築
指
導
課（
☎
６
５
ー
６
５
４
３
）

問 

健
康
企
画
課（
☎
６
５
ー
７
７
７
９
）

　
木
造
住
宅
無
料
た
い
し
ん
診
断
の
申
込
期
間
を
延
長
し
ま
す
。

　
詳
し
く
は
広
報
な
が
は
ま
５
月
１
日
号
か
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

【
延
長
期
間
】９
月
30
日(

月)

ま
で
　
※
先
着
順

　
Ｂ
Ｉ
Ｗ
Ａ
―

Ｔ
Ｅ
Ｋ
Ｕ(

ビ
ワ
テ
ク)

は
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
さ
え
あ

れ
ば
誰
で
も
参
加
で
き
る
ス
マ
ホ
向
け
ア
プ
リ
で
、
滋
賀
県
内
で
普

及
が
進
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
ア
プ
リ
で
は
健
診
受
診
や
ウ
ォ
ー

キ
ン
グ
等
の
健
康
ア
ク
シ
ョ
ン
で
健
康
ポ
イ
ン
ト
を
た
め
て
素
敵
な

景
品
に
応
募
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
た
だ
今
こ
の
取
組
に
ご
賛
同
い
た
だ
き
、
景
品
を
ご
提
供
い
た
だ

け
る
事
業
所
を
募
集
中
で
す
。

　
協
賛
い
た
だ
く
と
ア
プ
リ
の
景
品
画
面
や
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
景

品
と
事
業
所
名
が
掲
載
さ
れ
ま
す
。

　
協
賛
い
た
だ
け
る
場
合
は
左
記
連
絡
先
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

前
年
度
ご
協
賛
い
た
だ
い
た
事
業
所
と
景
品
は
左
記
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

か
ら
確
認
で
き
ま
す
。

問
合
せ
・
申
込
先

　
健
康
企
画
課〈
な
が
は
ま
ウ
ェ
ル
セ
ン
タ
ー
〉

　
☎
６
５
―
７
７
７
９

国
民
年
金
保
険
料
の
追
納
制
度

国
民
年
金
保
険
料
は
前
納
が
お
得
で
す

８
月
は
食
品
衛
生
月
間
で
す

年
金
相
談
は
、予
約
相
談
を

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
問 

彦
根
年
金
事
務
所
　
国
民
年
金
課

（
☎
０
７
４
９
―
２
３
―
１
１
１
４
）

　
　
　
　
　
　
問 

彦
根
年
金
事
務
所
　
国
民
年
金
課

（
☎
０
７
４
９
―
２
３
―
１
１
１
４
）

問 

健
康
推
進
課(

☎
６
５
ー
７
７
５
９)

　
国
民
年
金
保
険
料
の
全
額
免
除
・
一
部
免
除
・
若
年
者
納

付
猶
予
・
学
生
納
付
特
例
の
期
間
が
あ
る
場
合
、
保
険
料
を

全
額
納
め
た
と
き
よ
り
も
老
齢
基
礎
年
金
の
受
取
額
が
少
な

く
な
り
ま
す
。

　
そ
こ
で
、
10
年
以
内
で
あ
れ
ば
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
め
る
こ

と
が
で
き
る
「
追
納
制
度
」
に
よ
り
、
将
来
受
け
取
る
年
金
額

を
増
額
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
た
だ
し
、
免
除
等
を
受
け
た
期
間
か
ら
２
年
以
上
後
に
追

納
す
る
場
合
、
当
時
の
保
険
料
に
加
算
金
が
上
乗
せ
さ
れ
る

こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
追
納
の
申
請
は
、
彦
根
年
金
事
務
所
ま
た
は
市
保
険
医
療

課
・
北
部
振
興
局
福
祉
生
活
課
・
各
支
所
で
受
け
付
け
ま
す
。

　
10
月
分
か
ら
翌
年
３
月
分
ま
で
の
６
か
月
分
の
国
民
年
金

保
険
料
を
口
座
振
替
で
ま
と
め
て
納
付(

６
か
月
前
納)

す
る

と
、
１
，
１
２
０
円
お
得
に
な
り
ま
す
。
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

　
申
込
み
は
８
月
末
ま
で
、引
き
落
と
し
日
は
10
月
31
日(

木)

で
す
。
な
お
、
現
在
口
座
振
替
に
よ
る
毎
月
納
付
を
利
用
し

て
い
る
人
が
、
６
か
月
前
納
を
希
望
す
る
場
合
は
、
あ
ら
た
め

て
口
座
振
替
方
法
の
変
更
手
続
き
が
必
要
で
す
。

【
申
込
先
】	�

口
座
振
替
を
希
望
す
る
金
融
機
関
ま
た
は
お
近

く
の
年
金
事
務
所

【
持
ち
物
】	

預
金
通
帳
、通
帳
届
出
印
、年
金
手
帳

　
滋
賀
県
で
は
、
８
月
の
１
か
月
間
を
「
食
品
衛
生
月
間
」
と

し
、
食
中
毒
の
発
生
を
防
ぐ
た
め
、
食
品
の
取
扱
い
に
注
意
す

る
よ
う
呼
び
か
け
て
い
ま
す
。

　
夏
の
暑
い
時
期
に
は
、
カ
ン
ピ
ロ
バ
ク
タ
ー
、
腸
管
出
血
性

大
腸
菌
、
黄
色
ブ
ド
ウ
球
菌
な
ど
の
食
中
毒
菌
が
増
え
や
す

く
な
り
、
全
国
的
に
食
中
毒
事
件
が
多
発
し
、
多
く
の
患
者
が

出
て
い
ま
す
。

　
食
中
毒
の
原
因
と
な
る
食
べ
物
は
色
や
臭
い
で
見
分
け
る

こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
次
の
こ
と
に
充
分
気
を
つ
け
て
、

食
中
毒
を
予
防
し
ま
し
ょ
う
。

○�

食
品
を
取
り
扱
う
と
き
は
、
し
っ
か
り
と
手
を
洗
い
ま

し
ょ
う
。

○�

ま
な
板
、
ふ
き
ん
な
ど
は
、
熱
湯
や
消
毒
薬
で
消
毒
し
ま

し
ょ
う
。

○�

で
き
る
だ
け
速
や
か
に
調
理
し
、
調
理
後
は
早
く
食
べ
ま

し
ょ
う
。

○
食
品
は
放
置
し
な
い
で
冷
蔵
庫
に
入
れ
ま
し
ょ
う
。

○�

生
も
の
は
で
き
る
だ
け
避
け
、
加
熱
す
る
食
品
は
、
中
心

部
ま
で
十
分
に
熱
が
と
お
る
よ
う
に
調
理
し
ま
し
ょ
う
。

特
に
鶏
肉
な
ど
の
食
肉
は
中
心
部
ま
で
十
分
に
加
熱
調

理
し
、
生
や
加
熱
不
十
分
の
ま
ま
で
食
べ
る
の
は
避
け
ま

し
ょ
う
。

　
日
本
年
金
機
構
で
は
、
年
金
請
求
の
手
続
き
や
、
受
給
し
て

い
る
年
金
に
つ
い
て
の
相
談
を
、
予
約
相
談
で
受
け
付
け
て

い
ま
す
。
相
談
内
容
を
事
前
に
準
備
し
、
対
応
し
ま
す
の
で
、

待
つ
こ
と
な
く
ス
ム
ー
ズ
に
相
談
が
で
き
ま
す
。
ぜ
ひ
、
予

約
相
談
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

【
予
約
相
談
の
実
施
時
間
帯
】

　
８
時
30
分
～
16
時(

火
～
金
）

　
９
時
30
分
～
15
時(

第
２
土
曜
日)

　
８
時
30
分
～
18
時(

月)

※
祝
日
等
の
場
合
は
翌
営
業
日

【
受
付
期
間
】

　
予
約
相
談
希
望
日
の
１
か
月
前
か
ら
前
日
ま
で
受
付
を
し

て
い
ま
す
。
予
約
の
際
は
、
基
礎
年
金
番
号
の
分
か
る
年
金

手
帳
や
年
金
証
書
を
ご
準
備
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
先

　
予
約
受
付
専
用

　
☎
０
５
７
０
―
０
５
―
４
８
９
０(

ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル)

　
☎
０
３
―
６
６
３
１
―
７
５
２
１(

一
般
電
話)

問 

彦
根
年
金
事
務
所
　
お
客
様
相
談
室

（
☎
０
７
４
９
ー
２
３
ー
１
１
１
６
）

現
況
届
・
所
得
状
況
届
を

提
出
し
て
く
だ
さ
い

子
育
て
応
援
表
彰
候
補
事
業
者 

・ 

団
体
を
募
集
し
ま
す

問 

子
育
て
支
援
課(

☎
６
５
ー
６
５
１
４)

　
次
の
手
当
を
受
給
し
て
い
る
人
は
、
現
況
届
ま
た
は
所

得
状
況
届
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
こ
れ
に
よ
り
、
前
年

の
所
得
と
受
給
資
格
を
確
認
し
ま
す
。
届
出
が
な
い
場
合
、

手
当
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
必
ず
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

●
児
童
扶
養
手
当

　【
提
出
書
類
】 

現
状
届
ほ
か
必
要
書
類

　【
提
出
期
間
】 

８
月
１
日(

木)

～
30
日(

金)

問
合
せ
・
提
出
先

　
子
育
て
支
援
課〈
本
庁
舎
１
階
〉

　
☎
６
５
―
６
５
１
４

　
北
部
振
興
局
福
祉
生
活
課

　
※
土
日
を
除
き
、お
盆
の
期
間
も
受
け
付
け
ま
す
。

●
特
別
児
童
扶
養
手
当

　
特
別
障
害
者
手
当

　
障
害
児
福
祉
手
当

　(

経
過
的)

福
祉
手
当

　【
提
出
書
類
】 

所
得
状
況
届
ほ
か
必
要
書
類

　【
提
出
期
間
】 

８
月
９
日(

金)

～
９
月
11
日(

水)

問
合
せ
・
提
出
先

　
し
ょ
う
が
い
福
祉
課〈
本
庁
舎
１
階
〉

　
☎
６
５
―
６
５
１
８

　
北
部
振
興
局
福
祉
生
活
課

　
※
土
日
を
除
き
、お
盆
の
期
間
も
受
け
付
け
ま
す
。

　
子
育
て
し
や
す
い
社
会
づ
く
り
に
積
極
的
に
取
り
組
む

企
業
や
団
体
を
、
子
育
て
応
援
表
彰
候
補
者
と
し
て
募
集

し
ま
す
。

【
募
集
部
門
】

①
職
場
環
境
づ
く
り
部
門

　�

子
育
て
し
や
す
い
職
場
環
境
づ
く
り
に
積
極
的
か
つ
継

続
的
に
取
り
組
む
事
業
者

②
地
域
子
育
て
支
援
部
門

　�

子
育
て
家
庭
へ
の
支
援
や
、
親
子
の
ふ
れ
あ
い
活
動
の

実
施
な
ど
、
地
域
の
子
育
て
支
援
活
動
に
貢
献
し
て
い

る
団
体

【
応
募
方
法
】

　
自
薦
、他
薦
は
問
い
ま
せ
ん
。
申
込
書
を
９
月
２
日(

月)

～
13
日(

金)

に
、直
接
左
記
ま
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
申
込
書
は
担
当
課
に
あ
り
ま
す
。
ま
た
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

※�

応
募
条
件
等
、
詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

問
合
せ
・
申
込
先

　
〒
５
２
６
―

８
５
０
１ 

八
幡
東
町
６
３
２

①
職
場
環
境
づ
く
り
部
門

　
商
工
振
興
課〈
本
庁
舎
２
階
〉

　
☎
６
５
―
８
７
６
６

②
地
域
子
育
て
支
援
部
門

　
子
育
て
支
援
課〈
本
庁
舎
１
階
〉

　
☎
６
５
―
６
５
１
４
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